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■令和７年１１月１３日～１４日 建設委員会 県外調査（鹿児島県、熊本県） 

 

Ⅰ １１月１３日 鹿児島県庁  

 

【調査項目】 

 北薩トンネル復旧工事について 

 

【調査概要】 

 北薩トンネルは鹿児島県北部を横断する北薩横断道路のさつま町と出水市の境に位置す

る４，８５０ｍのトンネルで、鹿児島空港と北薩地域を結ぶ延長約６４㎞の高規格道路であ

り、九州縦貫自動車道及び南九州西回り自動車道と一体となって広域道路ネットワークを

形成している。 

 令和６年７月２５日に路面舗装の浮上りが発生し、翌２６日には覆工の一部が崩落し、土

砂と地下水が坑内に流入し、さらにその翌日には覆工の剥落が進み、流入土砂でトンネルの

断面全体が埋まり、調査時点でも通行不能となっている。 

 鹿児島県の北薩トンネルの復旧工事の概要と進捗について調査を行った。 

 

＜北薩トンネルの概要＞ 

 ・位 置：１，０６７ｍの紫尾山を中心とする出水山地に位置 

      薩摩郡さつま町・出水市 

 ・地 質：白亜紀の四万十層群と新第三紀に貫入した花崗岩から構成 

 ・構造等：トンネル標高は約３００ｍに位置 

      縦断勾配は行政境を分水嶺として、出水市側・さつま側へおがみ勾配 

      幅員構成は車道部７．０ｍ 総幅員 １１．０ｍ 

      延長は４，８５０ｍ 

・形 状：単心円５．８ｍ 内空断面約６．９ｍ 

・施 工：さつま工区（２，２４０ｍ）と出水工区（２，６１０ｍ）に分割施工 

・事業費：約１８０億円  

・供 用：平成３０年３月供用開始 

 

＜北薩トンネルの減水対策工の概要＞ 

平成２３年１２月、北薩トンネル出水工区での掘削中に最大１，２００㎥／ｈの大量湧水

が発生した。この湧水は自然由来のヒ素を含んでおり、その処理が課題となった。 

鹿児島県では減水対策として、ウレタン系薬液による亀裂の閉塞を行う一次減水と、極超

粒子セメントを用いたグラウチングによりトンネル周囲に厚さ３ｍの改良ゾーンを構築す

る二次減水の対策工を実施した。 
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また、自然由来のヒ素を含む湧水については、坑外に整備したヒ素処理施設で処理後に河

川へ放流し、一部を地下に還元する対策工を実施した。 

 

＜北薩トンネル被災状況の概要＞ 

令和６年７月２５日に北薩トンネル坑内（出水側抗口より１，８７０ｍ地点において路面

舗装の浮上りが発生した。同日１４時に北薩トンネルを含む国道５０４号北薩横断道路の 

さつま泊野ＩＣから高尾野ＩＣまでの区間１４．５㎞を全面通行止めとした。翌２６日には

舗装の浮上り箇所と同地点において覆工コンクリートが延長約６～７ｍにわたり剥落した。

さらに翌２７日には同地点においてトンネル背面から土砂が流入し、トンネル断面が埋ま

った。 

 

＜北薩トンネルの復旧について＞ 

○北薩トンネル技術検討委員会 

 北薩トンネルの復旧については、高度な技術的判断が必要となることから、鹿児島県では

トンネル工学等の専門家で構成する北薩トンネル技術検討委員会を設置し、原因究明及び

復旧工法の検討を行った。 

 ・第１回委員会（令和６年９月１２日）被災原因、トンネル変状状況、今後の調査等につ

いて議論 

 ・第２回委員会（令和６年１１月２０日）水抜き工の施工位置や施工方法等について議論 

 

○北薩トンネル復旧工事の計画と進捗状況 

  北薩トンネル技術検討委員会での議論を踏まえ、被災箇所からの湧水量を減らし、今後の 

調査及び復旧工事における安全性を確保するための水抜き工を実施している。 

  ・水抜き導抗    ：Ｌ＝１８０ｍ 

  ・水抜きボーリング ：Ｌ＝１１０ｍ 

  ・空洞調査、空洞充填：１式 

  上記水抜き工による効果を確認しながら、令和８年度に北薩トンネル本体の復旧着手を 

予定している。 

 

○湧水処理について 

 湧水に含まれる自然由来のヒ素を処理するため、坑外に濁水処理設備・仮設ヒ素処理設

備を設置している。また、北薩トンネル付近の高尾野川の４箇所でヒ素濃度の定点観測を

実施している。災害発生以降、ヒ素濃度は全ての箇所で農業用水基準を下回っている。 
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【質疑応答】 

Ｑ．北薩トンネル下流域の住民への湧水についての説明はどうか。 

Ａ．ヒ素濃度の定点観測を実施していることや、ヒ素濃度が農業用水基準を超えていな 

  い結果を下流域の耕作者を中心に丁寧に説明している。 

 

Ｑ．北薩トンネル被災の原因はどうか。 

Ａ．崩落の２週間前に豪雨があり、雨水が徐々に土中に浸透し、地下水位を上昇させた 

ことが要因の一つではないかと考えている。 

 

Ｑ．国の災害査定は復旧事業も含めて査定を受けているのか。 

Ａ．協議査定という方法で、概算で査定を受けている。 

 

Ｑ．道路工事における排水中のヒ素処理施設は他にも例があるのか。 

Ａ．全国でも他に例はない。 
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Ⅱ １１月１３日 国道１０号白浜拡幅事業工事現場 

 

【調査項目】 

 国道１０号白浜拡幅事業について 

 

【調査概要】 

 国道１０号線は福岡県北九州市を起点とし、大分県、宮崎県を経由して鹿児島県に入り、

曽於市、霧島市、姶良市を経て、県庁所在地鹿児島市に至る延長約４５０㎞の東九州を縦断

する重要な幹線道路である。国道１０号線を管理する鹿児島国道事務所では交通混雑の緩

和、交通安全性の向上、防災機能の向上等を目的に鹿児島県姶良市脇元～鹿児島市吉野字上

ノ村に至る延長約７．３㎞の区間を４車線に拡幅する事業を進めている。 

事業の内容や、現場での工法等について事業の説明を受け、現地調査を行った。 

＜国道１０号白浜拡幅事業の概要＞ 

 ・計画延長：７．３㎞  

       起点 鹿児島県姶良市脇元 

終点 鹿児島県鹿児島市吉野字上ノ村 

 ・事業化 ：平成１９年度 

 ・構造規格：第３種第２級 

 ・設計速度：６０㎞／h 

 ・道路幅員：２０．２５ｍ（４車線） 

 

＜事業の目的＞ 

〇交通混雑の緩和 

 ・朝夕のピーク時を中心に慢性的な渋滞・速度低下が発生している 

 ・白浜地区道路拡幅の整備により交通混雑の緩和と走行速度の向上が期待される 

   区間旅行速度  現   況（令和 １年）  ２６．６㎞／h 

           事業完了後（令和１２年）  ４９．４㎞／h 

〇交通安全性の向上 

 ・交通渋滞を起因とする追突事故が多く発生している 

国道１０号の事故累計の約６割が追突事故 

死傷事故件数は県内国道平均の約２倍 

 ・白浜拡幅整備によりボトルネックの解消と交通混雑緩和による交通安全性の向上が期

待されている 

   国道１０号の１㎞あたりの死傷事故件数 

          国道１０号（事業中区間－２車線区間）  ３．７件 

          国道１０号（開通区間 －４車線区間）  １．５件 



5 

 

〇防災機能の向上 

 ・国道１０号沿線区間は越波や土砂崩れ等により交通規制を行う大幅な迂回を強いられ

るため地域生活への影響も大きい 

 ・白浜拡幅整備により防災機能の向上に寄与し安心安全な交通機能の確保が期待される 

   姶良市から鹿児島市への所要時間 

従来の迂回ルート  約５１分 

    整備後のルート   約２３分 

 

＜現場の工法について＞ 

 ・白浜地区では施工ヤード（工事用道路）整備のための矢板の設置が進められている 

・当該地区は硬質な地盤であるため硬質地盤クリア工法を導入して矢板を設置している 

  【硬質地盤クリア工法】 

   岩盤等に杭（矢板）を打設する場合に従来工法では岩盤層を大きく破砕しながら掘 

削して、そこに砂を充填したのちに杭を打設する工法が一般的だった。この工法で 

は工費がかさみ、工期も長くなる欠点があった。 

硬質地盤クリア工法では最小限の先行掘削と杭の圧入が可能となり、岩盤掘削と 

鋼矢板の圧入を１台の機械で行えるため工費・工期の面でより効率的な施工が可 

能となった。 

 

【質疑応答】 

Ｑ．矢板は一日に何本打つことができるのか。 

Ａ．固い岩盤に当たると打つのを止めて、掘り進める必要がある。１本打つのに３日か

かることもある。 

 

Ｑ．地元の漁業関係者や水産業関係者との関係はどうか。 

Ａ．事業の地元説明を密に行い、理解を得ながら進めることができている。 
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Ⅲ １１月１４日 人吉都市計画事業青井被災市街地復興土地区画整理事業 

 

【調査項目】 

 球磨川豪雨災害復旧事業について 

 

【調査概要】 

 熊本県人吉市は令和２年７月豪雨による球磨川の大氾濫により甚大な被害を受けた。熊

本県では令和２年１１月２４日に令和２年７月豪雨復旧・復興本部会議を開催し、「令和２

年７月豪雨からの復旧・復興プラン」を策定した。人吉市青井被災市街地復興土地区画整理

事業は「復旧・復興に向けた重点１０項目」に位置付けられ、事業推進がなされている。 

また人吉市でも令和２年７月豪雨災害を受け、令和３年１０月に「人吉市復興まちづくり

計画」を策定し、人吉らしさや賑わいを発信する集客拠点「３つの社」の形成により回遊促

進を図り、まちなか全体の活性化につながる復興まちづくりを推進している。 

人吉市青井地区における復旧・復興に向けた取り組みについて、説明を受け、現地調査を

行った。 

 

＜令和２年７月豪雨による被害状況について＞ 

・２４時間で７月約１ヵ月分の降水量－あさぎり町上４８５㎜ 

・人的被害：死者数   ６７人（災害関連死２人） 

      行方不明者  ２人 

・住宅被害：全  壊 １４９３棟 

      半  壊 ３１１７棟 

      床上浸水  ２８６棟 

      床下浸水  ４２０棟 

 

〇熊本県“緑の流域治水”の推進と復旧・復興に向けた重点１０項目 

① 堆積土砂の撤去と河川の緊急対策 

② 地産・砂防による山の再生・強化 

③ “いのち”を守る防災・減災力の強化 

④ 本格的な住まいの再建 

⑤ 被災地のまちづくりと集落再生 

⑥ 生業の再建と新たな産業の創出 

⑦ 農林水産基盤の復旧 

⑧ 国道２１９号をはじめとした道路・橋梁の創造的復興 

⑨ 鉄道の復旧 

⑩ 観光地人吉・球磨の復活 
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＜人吉都市計画事業青井被災市街地復興土地区画整理事業について＞ 

○事業目的 

「災害に強いまちづくり」及び「復興まちづくりの効果拡大」のため、避難路や一時避 

難場所となる公園等の公共施設の整備改善を行い、防災機能の向上を図るとともに、未接 

道宅地や生活道路等の住環境の改善や賑わいの創出のための拠点整備等による宅地の利 

用増進を図り、被災市街地の復興を推進する。 

 

○事業概要 

・施 工 者 ：熊本県 

・都市計画決定：令和４年３月２５日告示 

・事業計画決定：令和５年２月２１日公示 

       （令和６年１月１９日第１回変更） 

・施工 面積 ：約５．２ha 

・事 業 債 ：約４６億円 

・事業 期間 ：令和４年度～令和１０年度 

       （清算期間は含まず） 

・平均減歩率 ：１０．６％ 

・ 

〇人吉市による復興事業 

人吉市復興まちづくり計画 まちなかグランドデザイン 

 集客拠点としての３つの杜 

・復興未来の杜 

  中心市街地区 －人吉市の中心地として賑わい・活力を形成 

・城址の杜 

  麓町・老神地区－人吉城跡を中心とした歴史・文化の拠点形成 

・青井の杜 

  青井地区   －青井阿蘇神社を中心とした歴史文化・賑わいの形成 

 「３つの杜」を形成することで人流の回遊促進を図り、復興まちづくりの活力とする 

 

〇人吉市による地域との協働によるまちづくり 

 人吉市では、復興まちづくり計画の実現に向けて、学識等経験者や町内会役員、旅館等

組合、商工会等で構成する「青井復興まちづくり推進協議会」を設立し、道路・公園等

の公共施設配置、賑わい創出に関する取組等について協議を実施してきている。 

 また、公共施設の使用方針やまちづくりの取組方針等について、座談会や地元住民の方

と意見交換し、地域と協働したまちづくりを推進している。 
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【質疑応答】 

Ｑ．区画整理にあたり、住民の合意形成は難しかったのではないか。 

Ａ．今までに５回の説明会を開催し、今後も実施する予定でいる。また、住民同士の話し

合いの場である協議会は毎月実施している。しかし、行政不信や補償金の金額、換地

事業自体に納得されていない方もおられる。今後も説明会や協議会の場等を活用し、

地元理解を得られるように調整を図る。 
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Ⅳ １１月１４日 熊本県防災センター 

 

【調査項目】 

 熊本県の防災体制について 

 

【調査概要】 

 熊本県では、平成２８年４月の熊本地震、令和２年７月豪雨等の経験を踏まえて、防災機

能を充実・強化した災害対応拠点として熊本県防災センターを整備し、令和５年５月に運用

を開始した。 

熊本地震の際に、当時の防災センターが熊本県庁行政棟新館１０階という高層階に立地

していたこと、活動スペースが不十分であったこと等を受けて、新しい防災センターの整備

に当たっては、低層階に災害対策本部やオペレーションルーム等の災害対策の主要な指令

機能を配置するとともに国の政府現地対策本部や自衛隊等の応援機関の活動室を整備した。    

熊本県における防災体制について、説明を受け、現地調査を行った。 

    

＜施設概要＞ 

・構造：鉄筋コンクリート造（免震構造） 

・階数：地下１階、地上７階 

・事業費 ：約９７億円 

・延面積 ：９,９７０㎡（内訳：県央広域本部７,３３３㎡ 防災センター２,６３７㎡） 

 

 

＜熊本県防災センター オペレーションルームについて＞ 

 オペレーションルームは、従前の大規模災害時の災害対応スペースと比較して３．３倍の

スペースを確保しており、自衛隊、警察や消防等の活動部隊に加えて、電気・ガス等のライ

フライン事業者も配置できる広さを確保している。 

 オペレーションルームでは、災害情報の迅速な収集・共有・発信が可能なシステムが導入

されている。発災時には、災害状況や気象情報、河川水位等の観測情報さらに現場からの映

像や画像を効率的に収集し即座に災害対策本部の大型モニターに表示ができる。また大型

モニターの情報は現場事務所や関係機関とリアルタイムで共有が可能である。大型モニタ

ー等の情報共有システムはタッチパネルにより操作可能で、新任の職員でも直感的に操作

が可能な仕様となっている。 

 これらの機能により、災害情報の効率的な収集、関係機関との確実な連絡調整、そして救

助部隊の迅速な活動調整が可能となっている。 

 また、熊本県内の災害対応のみではなく、南海トラフ地震等の大規模災害発生時には、国

や被災した他県と連携して被害情報の収集、広域避難者の受入や支援物資の送配の調整を
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行う九州の拠点としての役割も期待されている。 

 

＜熊本県防災センター 展示・学習室について＞ 

 熊本県防災センターの１階には展示・学習室が整備されており、熊本県内各地に点在する

震災遺構や拠点をめぐる回廊型のフィールドミュージアム「熊本地震記憶の回廊」の中核拠

点としての機能を有している。 

 展示・学習室では熊本地震や令和２年７月豪雨等、過去に熊本県で発生した大規模災害に

よる被害状況や災害のメカニズム、防災の取組等を展示パネルやＶＲ、プロジェクションマ

ッピングにより学習することが可能である。 

 また、座学やワークショップによる防災研修を受講することができ、学校や自治会、自主

防災組織等の団体、個人にあわせた研修コースが整備されており、地域住民の防災意識向上

の拠点としての機能を有している。 

 

 

 

＜熊本県の防災訓練について＞ 

 ○熊本県職員の初動訓練 

熊本県では４月に抜き打ちで職員初動訓練を実施している。訓練は、県内で大規模災害が

発生したと想定して、早朝に職員に向けて庁舎への参集を命じるメール等を送信し、迅速な

災害対策本部の設置と始動を確認する内容で実施されている。この訓練により、職員の異動

による災害対応機能の一時的な低下を防ぎ、異動したばかりの新任職員や新規採用職員も、

大規模災害発生時の初動対応に求められるスキルを習得し即戦力となることができる。 

 

 ○総合防災訓練 

 熊本県では県内で大規模災害が発生した想定の総合防災訓練を実施している。関係市町

村や自衛隊、警察や消防等の関係機関と総合防災訓練を実施している。この訓練は県や市町

村職員、関係機関職員にもシナリオを公開しないブラインド型で実施されており、効果的・

実践的な内容となっている。訓練で確認された災害対応上の課題をもとに、次回の訓練内容

を企画している。 
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【質疑応答】 

Ｑ．災害発生時以外、危機管理防災課の体制と業務内容はどのようなものか。 

Ａ．危機管理防災課は４５名の５班体制。 

危機管理班、災害対策班、地域防災広域推進班、広域防災班、情報通信班がある。 

災害発生時以外は防災計画の策定・改定、住民への防災意識向上のための意識啓発事

業、南海トラフ地震発生時の対応想定や防災関係システムの維持管理を行っている。 

 

Ｑ．熊本県防災センターの建設費用と維持管理費用はどうか。 

Ａ．建設費用は９５億円（県債３５億円）。システムの維持管理費用に３千万円。 

 

Ｑ．災害発生時の防災関係部局以外からの応援態勢はどうか。 

Ａ．防災担当課から他課に異動した職員は、異動後５年間は即戦力の応援職員として登録

（約５０名）されている。大規模災害発生時には、現場での決定権を持つ次長級職員

を隊長とする応援部隊が被災市町村に派遣され陣頭指揮に当たる。派遣される職員

の人選は地域性や過去の職歴を勘案して行われる。 

 

 


